
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

多職種で成年後見制度や権利擁護支援に関する事例検討を

行い、それぞれの職種がご本人に対してどのような関わりを

し、支援者同士の連携について考えることができるグループ

ワークを実施します。 

支援者間での顔つなぎの場としても是非ご参加ください。 

事例キーワードと概要 

令和5年12月5日(火) 14時～16時 

多職種連携  
事例検討研修会  
 

対象者および定員 

①厚木市で後見活動を行っている専門職     １０人 
(弁護士/司法書士/社会福祉士/行政書士/税理士)  
 
②厚木市内の事業所に勤務する福祉医療関係者 ２２人       合計３２人 

＊①、②ともに応募多数の場合は抽選 

厚木市権利擁護支援センターあゆさぽ（厚木市社会福祉協議会） 

住所：〒２４３-００１８ 厚木市中町１－４－１ 厚木市保健福祉センター４階 
TEL：０４６-２２５-２９３９ ／ メール：kenri@shakyo-atsugi-kanagawa.jp 

申込方法 

１１/１０(金)までに電話、FAX、メールまたは二次元コードでお申込みください。 
                       ⇒⇒詳細は裏面をご確認ください。 

※駐車場のご用意はありませんので、公共交通機関または近隣のコインパーキング（有料）をご利用ください。 

講 師  社会福祉士 那須 三朗 氏 （あつぎ町社会福祉士事務所） 

会 場  アミューあつぎ６階 ルーム６１０ （厚木市中町２－１２－１５） 

日 時 

親族と疎遠、通院対応、訪問販売、債務、医療同意、 
年金生活、少資産など、私たち支援者が直面する幾つか
のキーワードがあります。 
 
後見人が就任後、上記課題に対して支援関係者がどの
ように連携をしながら支援を行うのか等、高齢者の事
例検討を主とした研修です。 

※事務所等の所在地が厚木市内の専門職も可 



 

 

 

 

 

 

 

【申  込  先】厚木市権利擁護支援センターあゆさぽ (厚木市社会福祉協議会) 

【申し込み方法】 

（１） 電 話  ０４６－２２５－２９３９ 

（２） Ｅメール kenri＠shakyo-atsugi-kanagawa.jp 

（３） ＦＡＸ  ０４６－２２５－３０２１ 

（４） 二次元コード（URL：https://forms.gle/EAJ2dCS6qeBKKVPG7）↑ 

 
 
 

※下記の必要事項を記載し、ＦＡＸ送信をお願いします。 
 

ふりがな 

参加者氏名 

 

職種 

○印を

つける 

①弁護士・司法書士・社会福祉士・ 

行政書士・税理士 

 

②福祉医療関係者 ※職種を記入してください。 

（職種：           ） 

 

職種 

○印を

つける 

①弁護士・司法書士・社会福祉士・ 

行政書士・税理士 

 

②福祉医療関係者 ※職種を記入してください。 

（職種：           ） 

事業所（事務所）名  

事業所（事務所） 

住所 
                             

電話番号  

メールアドレス 
【任意】 

 

 

多職種連携 事例検討研修会 

令和５年１２月５日（火）14 時～16 時 

申込〆切：令和 5年１１月１０日（金） 

https://forms.gle/EAJ2dCS6qeBKKVPG7

